
お客様各位 

 

新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い申し上げます。 

 

2011 年 1 月 1 日より IRS(内国歳入庁)が当局への給与税、法人税等の納付方式を EFTPS（電子送金）に統一しました。つ

きましては、これまで使用の納付書 8109/8109-B が使用できなくなりますので、まだ EFTPS の設定を行っていないお客様

は以下のリンクより EFTPS のご登録をお願い申し上げます。（既に EFTPS の登録を完了し、電子送金をご利用のお客様

は当該メールの内容は該当しません。以下の内容は無視して下さいますようお願い申し上げます。） 
 
 
https://www.eftps.gov/eftps/index.jsp 
 
 
最下部の Enrollment を選択して下さい。 

 
 
以下のチェックボックスを選んで登録を進んでください。 



 
納税を法人(Corporation, Partnership, S Corporation)で行っているお客様は最下部の Business を選んでください。個

人の場合は Individual を選んでください。 
 



 
 
次の画面で納税者番号、住所等、貴社の情報をご入力下さい。 

Financial Information の欄で二通りの納税方法から選んで頂くことになります。 

1. Authorize a transaction 
貴社で毎回納付のタイミング、金額を当局に知らせて銀行口座自動引き落としを行う方法です。税金が引き落される

口座をご指定下さい。 

2. Have your Financial Institution Initiate your transaction 
貴社のお取引金融機関に毎回依頼して、指定の銀行口座から電子送金を行う方法で金融機関によっては手数料が発生

します。こちらをご希望の場合は登録方法、手数料につき金融機関に予めご確認下さい。 

 

 

最後に内容を再確認の上ご提出下さい。 

 

１週間程で PIN が記載された手紙が貴社の登録の住所（申告書、Tax Return に記載の住所）に送付されます。 

 

なおご不明の点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせ下さい。 
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